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横浜市の道路・河川行政の推進にあたり、日頃から格別の御理解、御高配を賜

り、厚くお礼申し上げます。 

 

道路は、都市における円滑な交通を確保し、豊かで良好な市街地の形成を図

るとともに、安全で安心できる市民生活と快適で機能的な都市活動を支える、

最も重要な都市基盤施設です。 

しかし、本市の道路は、骨格となる高速道路や幹線道路を中心に整備が不十

分な状況にあります。首都圏の国際競争力を高め、横浜の経済活性化や市民生

活の安全・安心の確保に向け、今後も、高速道路や幹線道路網等の整備を進め、

道路ネットワークを形成する必要があります。 

また、安全・安心の確保は、今や社会的要請となっており、道路・河川施設

等のインフラは急速に老朽化が進行しています。道路、河川施設等の老朽化対

策や耐震化を計画的に進めるとともに、生活道路・通学路の安全対策や踏切対

策等の事業を推進する必要があります。 

  さらに、近年、激甚化する自然災害や切迫する巨大地震が、住宅密集地区や

都市機能・地下施設の集中する地区で発生した場合、人命に関わる被害や都市

機能の麻痺など深刻な被害を引き起こすことから、緊急輸送路の確保等に資す

る無電柱化や、さらなる治水対策の推進が必要となっています。 

 

そこで、本市道路局では、『｢チーム道路｣の総力を結集させ、市民生活や横

浜経済を支える強靱な都市基盤の構築や計画的な老朽化対策の実施、防災機能

の強化など、安全・安心で愛される道路・河川空間づくり、災害に強いまちづ

くりを実現するとともに、脱炭素社会に向けた取り組みを進めます。』を基本

目標とし、目標達成とその先を見据え 

○ 横浜の持続的な成長・発展を支える都市基盤の整備 

～都市の骨格を強固なものとし、活力あるまちへ！～ 

○ 市民生活の安全・安心の確保 

～市民生活を守り、災害に強い安全・安心なまちへ！～ 

○ 魅力あるまち・みちづくり 

～魅力や利便性を向上し、愛されるまちへ！～ 

の３つの視点から取組を進めます。 

 

  国における令和５年度予算の編成等にあたりましては、本提案・要望に対し、

特段の御配慮を賜りますようお願い申し上げます。 

 

                        横浜市道路局長   高瀬 卓弥 
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Ⅰ 道路整備事業 
 

１ 新たな財源の創設などによる国の道路整備費枠の拡大 
道路は、都市の骨格として円滑かつ持続的な経済活動と安全・快適な暮らしを支える

重要な社会基盤であることから、その整備・管理を着実に実施していくことが必要です。   
特に、維持修繕・更新の費用については、今後ますます増加することが予測されてい

ることから、安定的・持続的な予算・財源の確保が重要となっています。 
そのため、新たな財源の創設を検討するなど、これまで以上に国の道路整備費枠を拡

大することを要望します。 

２ 道路事業における国土強靱化関係事業の推進に向けた支援 
（１） 近年の激甚化・頻発化する災害や急速に進む施設の老朽化等に対応するべく、「防

災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」が実施されています。 
本市が管理する橋梁 1709 橋のうち、健全度Ⅲ判定のものは 180 橋、歩道橋 326

橋のうち、Ⅲ判定のものは 41橋あり、これらを早期に修繕し、予防保全型管理への
移行を目指しています。国土強靱化対策を推進するためには、５か年加速化対策及
びそれ以降の継続した支援が必要であることから、当初予算を含めた財源の確保及
び、５か年加速化対策後の継続した財源の確保を要望します。 

（２） 国土強靱化に関する交付⾦制度は、災害時にも地域の輸送等を支える道路整備の
うち、早期の効果発現が見込める事業が重点配分の対象となっています。国土強靱
化の推進に向けては、緊急輸送路をはじめとする幹線道路ネットワークの構築等、
中長期的な取り組みも必要であり、交付⾦制度の重点配分の対象を拡大することを
要望します。 

（３） 現在、国土強靱化地域計画に基づく事業として実施している鶴見川人道橋、桂町
戸塚遠藤線の整備に係る事業費の確保を要望します。 

 

  

要望事項 
１ 新たな財源の創設などによる国の道路整備費枠の拡大 
２ 道路事業における国土強靱化関係事業の推進に向けた支援 
（１）５か年加速化対策に必要な当初予算を含めた財源の確保と継続した支援 
（２）交付金制度の重点配分対象の拡大 
（３）事業費の確保 

１ 国の道路整備費枠の拡大と国土強靱化に向けた取組の推進 
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【公共事業関係費（国土交通省関係）の推移】 
 

【橋梁老朽化対策の課題】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所管の省庁課／要望事項  国の道路整備費枠の拡大と国土強靱化に向けた取組の推進 
 国土交通省 道路局 企画課 環境安全・防災課 

都市局 街路交通施設課       
提案の担当  計画調整部事業推進課長          森田 真郷 ℡ 045-671-2937 

〇竣工後 50年以上の橋梁数 
現状 516橋（約３割）→10年後 859橋（約５割）→20年後 1,368橋（約８割） 

 
 
 
 
 

〇令和４年度予算案（当初予算）は 5.2兆円で平成 26年度からほぼ横ばいである 

〇平成 13年度との比較では、近年は約３割減少している 
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Ⅰ 道路整備事業 
 

１ 横浜環状南線・横浜湘南道路及びアクセス道路 
（１） 横浜環状南線及び横浜湘南道路は、圏央道の西側区間で唯一の未整備区間であり、

経済の好循環をもたらす圏央道の整備効果を十分に発揮するため、早期開通に向け
た整備推進を要望します。 

（２） 横浜環状南線の整備では、脱硝装置の設置等、環境に配慮した取組の推進を要望
します。 

（３） 本線へのアクセス道路（環状 3号線、市道下倉田第 406号線、横浜藤沢線、主要
地方道原宿六ツ浦（上郷公田線））の整備に係る事業費の着実な確保を要望します。 

 
【横浜環状南線・横浜湘南道路 アクセス道路位置図】 
 

 

 

２ 高速道路の維持管理・更新等 
高速道路の安定的な維持管理・更新等による高いサービス水準を維持するための検討

の推進を要望します。 
 
 
 
 

横浜環状南線

（仮称）戸塚ＩＣ

環状３号線

国道１号

環状４号線 横浜環状南線

田谷線

横浜藤沢線

横浜湘南道路

（仮称）
栄ＩＣ・ＪＣＴ （仮称）公田ＩＣ

環状４号線

上郷公田線柏
尾
川

Ｊ
Ｒ
東
日
本

横浜環状南線

令和４年３月24日に、

国道１号（下り）接続完了

要望事項 
１ 横浜環状南線・横浜湘南道路及びアクセス道路の整備推進 
（１）本線の早期開通に向けた整備推進 
（２）横浜環状南線の脱硝装置の設置等、環境に配慮した取組の推進 
（３）本線へのアクセス道路の事業費確保 
２ 高速道路の安定的な維持管理・更新等による高いサービス水準を維持するた

めの検討の推進 

２ 高速道路の整備推進 

【環状３号線】 【市道下倉田第 406 号（田谷線）】 
【横浜藤沢線】 

【主要地方道原宿六ツ浦 
（上郷公田線）】 

栄 IC・JCT周辺 公田 IC周辺 
 

戸塚 IC周辺 
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【横浜市高速道路広域図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
所管の省庁課／要望事項  
 １ 横浜環状南線・横浜湘南道路  国土交通省 道路局 企画課 国道・技術課  

環境安全・防災課 高速道路課  
都市局 街路交通施設課 

 ２ 高速道路の維持管理・更新等  国土交通省 道路局 高速道路課  
提案の担当 計画調整部事業推進課長            森田 真郷 ℡ 045-671-2937 
      横浜環状道路調整課長             青木 隆浩 ℡ 045-671-3985 
      横浜環状道路調整課横浜環状道路調整担当課長   大橋 男  ℡ 045-671-2889 

横浜環状道路調整課横浜環状道路調整担当課長   松本 英之 ℡ 045-671-2734 

名称については、一部仮称です。 
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Ⅰ 道路整備事業 
 

１ 重要物流道路の整備推進に向けた支援 
横浜藤沢線及び横浜北部放射幹線道路（羽沢池辺線）の整備推進のための事業費の確

保を要望します。 
 
２ 子供の移動経路における交通安全対策に資する幹線道路整備に対する支援 

子供の移動経路である生活道路に流入する通過交通を幹線道路に転換するため、交通
安全対策に資する山下長津田線（鴨居地区）、桜木東戸塚線（平戸地区）及び横浜逗子線
（釜利谷六浦地区）の整備推進への支援を要望します。 

 
３ 幹線道路ネットワーク整備に対する支援の拡充 

国や県、指定都市で構成する「渋滞ボトルネック検討ワーキング」や「移動性向上委
員会」を通じ、渋滞対策の取組を推進していますが、横浜市内の道路はいまだに混雑し
ている状況であり、本市の管理道路では、主要渋滞箇所が 91箇所となっています。混雑
の根本的な解消に向けて、渋滞対策に資する幹線道路ネットワーク整備を国の重点施策
の対象とすることを要望します。 

 
４ 横浜市内の渋滞ボトルネック対策の推進 

一般国道 1号（戸塚警察署交差点、横浜新道～藤沢バイパス間）の渋滞対策や、第三
京浜保土ヶ谷 PA付近における横浜方面の出入口設置、横浜新道の付加車線設置のため、
所要の調査設計等の推進を要望します。 
また、「首都圏の新たな高速道路料金」について、横浜港に関係する物流の効率化・機

能維持等の観点も含め、引き続き効果や影響を検証するとともに、横浜港などを発着す
る物流への影響等にも配慮した高速道路料金の激変緩和措置の継続及び大口・多頻度割
引等の拡充、混雑状況に応じた料金施策の実現を要望します。 

 

  

要望事項 
１ 重要物流道路の整備推進に向けた支援 
２ 子供の移動経路における交通安全対策に資する幹線道路整備に対する支援 
３ 幹線道路ネットワーク整備に対する支援の拡充 
４ 横浜市内の渋滞ボトルネック対策の推進 

３ 市内幹線道路の整備推進 
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【横浜市幹線道路網】 
 
 
 
 

所管の省庁課／要望事項   
１ 重要物流道路の整備推進に向けた支援 
２ 子供の移動経路における交通安全対策に資する幹線道路整備に対する支援 
３ 幹線道路ネットワーク整備に対する支援の拡充 
４ 横浜市内の渋滞ボトルネック対策の推進 

国土交通省 道路局 企画課 環境安全・防災課 
            都市局 街路交通施設課  

提案の担当  計画調整部事業推進課長          森田 真郷 ℡ 045-671-2937 
計画調整部企画課長            桐山 大介 ℡ 045-671-2746 

        横浜環状道路調整課長            青木  隆浩 ℡ 045-671-3985 
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Ⅰ 道路整備事業 
 

 

１ 交付金事業の所要額確保 
（１） 完了間近の路線である鴨居上飯田線（本宿・二俣川地区）等、早期に整備効果が

発現する路線について、所要額確保を要望します。 
（２） 東京丸子横浜線（綱島地区）については、土地区画整理事業等に合わせた一体的

な整備を進めるための所要額確保を要望します。 
 
２ バリアフリー事業に対する重点配分の拡充 

国が令和３年４月に改正した「移動等円滑化の促進に関する基本方針」においては、
「重点整備地区内の主要な生活関連経路を構成する道路等で国土交通大臣が指定する
特定道路の約 70%について、令和７年度までに移動円滑化を実施する」こととされてい
ます。 

65 歳以上の人口がまもなく 100 万人に達する本市には日利用者数が 5,000 人以上の
駅が143駅あり、バリアフリー基本構想に基づく面的・一体的な整備を進めていますが、
整備が完了した駅は 17 駅に留まっており、残りの 126 駅についてのバリアフリー化を
推進する必要があります。 
そこで、現在、「鉄道との結節点における自由通路等の歩行空間のユニバーサルデザイ

ン化」等に限られている交付金の重点配分の対象を拡充することを要望します。 
また、重点整備地区内の生活関連経路上の昇降機の多くは老朽化が進んでおり、バリ

アフリー機能を維持するためには計画的な更新が必要です。そこで、昇降機の更新を重
点配分の対象とすることを要望します。 

所管の省庁課／要望事項   
１ 交付金事業の所要額確保 
２ バリアフリー事業に対する重点配分の拡充 

国土交通省 道路局 企画課 環境安全・防災課 
            都市局 街路交通施設課 
            住宅局 市街地建築課 

 
提案の担当  計画調整部事業推進課長          森田 真郷 ℡ 045-671-2937 

計画調整部企画課長            桐山 大介 ℡ 045-671-2746 
道路部施設課バリアフリー対策等担当課長  小島 岳生 ℡ 045-671-3559 

要望事項 
１ 交付金事業の所要額確保 
（１）完了間近で早期に整備効果が発現する路線 
（２）土地区画整理事業等と一体整備が必要な路線の整備 
２ バリアフリー事業に対する重点配分の拡充 

４ 交付金事業の所要額確保及び制度拡充 
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Ⅰ 道路整備事業 
 

相模鉄道本線(鶴ヶ峰駅付近)は、除却対象踏切 10か所全てが、「踏切道改良促進法」
で指定された踏切となっており、そのうち 9 か所が「開かずの踏切」であることから
早急かつ計画的に対策を推進することが不可欠です。平成 30年度から事業化に向けた
都市計画や環境影響評価等の手続きを進めており、令和４年度上半期に事業認可を取
得、下半期に工事着手する予定です。 
連続立体交差事業は、多額の費用と時間を要することから、今後の事業進捗を円滑

に進めるため、安定的な事業費の確保を要望します。 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

所管の省庁課／要望事項 連続立体交差事業の推進   国土交通省 都市局 街路交通施設課 
 
提案の担当  建設部建設課鉄道交差調整担当課長      梅津 彰 ℡ 045-671-2757 

５ 連続立体交差事業の推進 

要望事項 
相模鉄道本線（鶴ヶ峰駅付近）連続立体交差事業の推進に必要な事業費の確保 

踏切（通学路）遮断状況 
（鶴ヶ峰 5号踏切） 

踏切遮断による周辺道路渋滞状況 
（鶴ヶ峰駅前の水道道） 

【実施区間】西谷駅～二俣川駅 約 2.8km 【踏切除却数】10箇所（うち開かずの踏切 9箇所） 
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Ⅰ 道路整備事業 
 

本市では、大規模災害時の火災被害の軽減に向け制定した「横浜市地震防災戦略にお
ける地震火災対策方針」において、重点的に対策を実施する地域を「対象地域」として
絞り込みました。この中で、既存住宅の建替えや除却と合わせて整備を推進する都市計
画道路を「地震火災対策重点路線」として位置づけています。 
平成 30 年度に事業化した泥亀釜利谷線等の着実な整備に向けて、必要となる事業費

の確保を要望します。 
 
【横浜市地震火災対策方針対象地域】 
 

 
 
 
 

所管の省庁課／要望事項   
地震火災対策の推進         国土交通省 住宅局 市街地建築課 市街地住宅整備室  
提案の担当  計画調整部事業推進課長          森田 真郷  ℡ 045-671-2937 

要望事項 
密集市街地における火災被害の軽減に必要な泥亀釜利谷線等の事業費確保 

６ 地震火災対策の推進 

六角橋線 

泥亀釜利谷線 
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Ⅰ 道路整備事業 
 

１ 無電柱化の推進に向けた継続的な財源の確保 
無電柱化は、都市の防災力の向上、良好な都市景観の形成や観光振興、安全で快適

な歩行空間の確保の観点から、取組をより一層推進していく必要があります。 
そのため、無電柱化を推進するために、継続的な財源確保を要望します。 

 
２ 省スペース・低コスト手法の導入及び地上機器地下化等の普及・実用化 

整備コストの高さや、幅員の狭い道路への導入が困難なこと等が、無電柱化が進ま
ない主な要因としてあげられます。そのため、直接埋設や小型ボックス活用埋設等の
省スペース化と低コスト化が図れる手法の導入及び歩行空間確保に資する地上機器コ
ンパクト化・地下化の普及・実用化を要望します。 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

所管の省庁課／要望事項  
１ 無電柱化の推進に向けた継続的な財源の確保 
２ 省スペース化・低コスト手法の導入及び地上機器地下化等の普及・実用化 
                    国土交通省 道路局 企画課 環境安全・防災課 

            都市局 街路交通施設課  
提案の担当  計画調整部事業推進課長          森田 真郷  ℡ 045-671-2937 

計画調整部企画課長            桐山 大介 ℡ 045-671-2746 

要望事項 
１ 無電柱化の推進に向けた継続的な財源の確保 
２ 省スペース・低コスト手法の導入及び地上機器地下化等の普及・実用化 

７ 無電柱化の推進 

（出典）国土交通省 HP 特殊部設置状況 
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Ⅰ 道路整備事業 
 

１ 直轄国道の整備推進 
一般国道１号戸部付近は、歩道の幅員が狭い箇所があります。また、横浜新道～藤沢バ

イパス間では依然として渋滞が発生しており、戸塚警察署交差点では、立体化が検討さ
れています。さらに、一般国道246号荏田付近の歩道整備・右折レーン設置、一般国道 16
号屏風ヶ浦交差点の右折レーン設置及び八幡橋歩道橋のバリアフリー化は、安全性・快
適性の向上に地元からの期待が非常に大きいことから、事業効果の早期発現が図られる
よう、着実な整備推進を要望します。 
一般国道 357 号は、本市臨海部における広域的な交通ネットワークの形成、物流の効

率化に資する重要な路線です。八景島―夏島区間は一般国道 16号の混雑緩和による本市
南部地域の交通円滑化に繋がるため、地元関係者との十分な調整を図りつつ、着実な整
備推進を要望します。また、主要渋滞箇所となっている鳥浜町交差点への左折レーン設
置等は、地元からの期待が大きいことから、着実な推進を要望します。 
その他未着手区間及び計画区間における早期の事業化や老朽化した横断歩道橋の早期

補修を要望します。 
 

２ 補助国道の整備推進に向けた支援 
一般国道１号保土ケ谷橋工区は、横浜港と内陸南部工業地域の相互機能強化を目的に、

横浜港と連携して道路整備を進めているため、着実な事業費の確保を要望します。 
また、不動坂工区は 26,000 台/日もの交通量がある本市の主要な渋滞箇所に挙げられ

ており、物流の円滑化による生産性向上に向けた渋滞解消が急務です。このような一定
の交通量を超える重要な補助国道の整備推進のため、新たな個別補助制度の創設を要望
します。 

 

要望事項 
１ 直轄国道の整備推進 
 ・一般国道１号戸部付近の歩道整備、戸塚警察署交差点及び横浜新道～藤沢バ

イパス間の渋滞対策、一般国道 246号荏田付近の現道拡幅、 
  一般国道 16号屏風ヶ浦交差点の改良及び八幡橋歩道橋のバリアフリー化、

一般国道 357号八景島―夏島区間、鳥浜町交差点の着実な整備の推進 
・未着手区間及び計画区間の早期事業化等  

２ 補助国道の整備推進に向けた支援 
・一般国道１号保土ケ谷橋工区の着実な事業費確保と、不動坂工区に対する
支援の拡充 

 

８ 直轄国道と補助国道の整備推進 
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【横浜市幹線道路網】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所管の省庁課／要望事項   
１ 直轄国道の整備推進 
２ 補助国道の整備推進に向けた支援 

            国土交通省 道路局 企画課 国道・技術課  
環境安全・防災課  

提案の担当  計画調整部事業推進課長          森田 真郷 ℡ 045-671-2937 
計画調整部企画課長            桐山 大介 ℡ 045-671-2746 
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Ⅱ 河川整備事業 
 
 

 
１ 河川改修事業の推進に必要な事業費の確保 
本市では、時間降雨量約 50mmに対応するため、都市基盤河川改修事業及び準用河川改

修事業によって市内 28河川を対象に河川改修を進めています。 
現在 17 河川の河川改修を完了し、護岸整備率が 89.7％に達しています。一方で、今井

川は 69.9％、帷子川は 71.6％など、整備率が低い河川では、台風による家屋への浸水被害
や河岸崩落等が発生しており、早急な河川の氾濫防止対策が必要です。 
個別補助制度が創設・拡充され、活用していますが、都市部の中小河川の改修では適用

対象とならない事業区間も多くあるため、引き続き、防災・安全交付金による所要額確保
を要望します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要望事項 
１ 河川改修事業の推進に必要な事業費の確保 
２ 河川管理に係る事務・権限及び河川占用料等財源の移譲推進 
３ 流域治水に資する既存防災調整池の改良に対する補助制度の拡充 

９ 河川改修事業の推進及び交付金の制度拡充 

○帷子
かたびら

川  

河川の溢水による床上浸水（川井橋） 

○今
いま
井
い
川 

鉄道脇の河岸崩落 
（ＪＲ東海道線、横須賀線） 

河川の溢水による床上浸水 
（橋際橋周辺） 

○阿久和
あ く わ

川 
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2 河川管理に係る事務・権限及び河川占用料等財源の移譲推進 
本市では、市域内で流域が完結する県知事管理の河川について、総合的な治水対策が推

進できること等から、都市基盤河川改修事業にて改修が完了した河川の、事務及び権限の
移譲を進めています。 
しかし、権限移譲を受けた河川における占用料については、河川法に基づき県が徴収す

ることとなっており、適正な管理を行うための市の財源とすることができません。河川法
に基づき県に徴収されている占用料等について、実際の管理者が適正な管理のための財源
として徴収できるよう、法改正に取り組むことを要望します。 
 
 
3 流域治水に資する既存防災調整池の改良に対する補助制度の拡充 
令和３年に施行された流域治水関連法に伴い、「特定都市河川浸水被害対策推進事業」

が創設されました。本市には流域治水に資する 5000箇所以上の防災調整池があり、設置
から 50年を経過したものもあるため、老朽化が喫緊の課題となっています。本事業のさ
らなる推進のため、事業の要件である、流域水害対策計画に基づく浸水被害防止区域又は
貯留機能保全区域の指定見込みや立地適正化計画に係る要件がなくとも、地域の特性にあ
った採択ができるよう、国の支援の拡充をお願いします。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

所管の省庁課／要望事項 
１ 河川改修事業における防災・安全交付金の所要額確保 
２ 河川管理に係る事務・権限及び河川占用料等財源の移譲推進 
３ 流域治水に資する既存防災調整池の改良に対する補助制度の拡充 

国土交通省 水管理・国土保全局 
水政課 河川計画課 河川環境課 治水課  

提案の担当  河川部河川管理課長            中島 智彦 ℡ 045-671-2819 
       河川部河川事業課長            米夛 満芳 ℡ 045-671-3981 

調整池の擁壁傾き 
 

 

○松風台雨水調整池 
 

○本郷台第一雨水調整池 
 

調整池の嵩上げ改良 
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横浜市道路局担当者一覧 
 
 

（令和４年６⽉時点） 
 

◎局長級 
部署・役職名 ⽒名 連絡先 
局⻑ 高瀬 卓弥 045-671-2740 

横浜環状道路調整担当理事 曽我 幸治 045-671-3638 

 

◎部長級 
部署・役職名 ⽒名 連絡先 
計画調整部⻑ ⻑⾕川 秀 045-671-2745 

道路部⻑ 角野 智史 045-671-2749 

建設部⻑ ⽥中 洋介 045-671-3960 

河川部⻑ 仲澤 克彦 045-671-2817 

 

◎課長級 
部署・役職名 ⽒名 連絡先 
計画調整部 事業推進課⻑ 森⽥ 真郷 045-671-2937 

計画調整部 企画課⻑ 桐⼭ ⼤介 045-671-2746 

道路部 施設課 バリアフリー対策等担当課⻑ 小島 岳生 045-671-3559 

建設部 建設課 鉄道交差調整担当課⻑ 梅津 彰 045-671-2757 

横浜環状道路調整課⻑ ⻘⽊ 隆浩 045-671-3985 

横浜環状道路調整課 横浜環状道路調整担当課⻑ ⼤橋 男 045-671-2889 

横浜環状道路調整課 横浜環状道路調整担当課⻑ 松本 英之 045-671-2734 

河川部 河川管理課⻑ 中島 智彦 045-671-2819 

河川部 河川事業課⻑ ⽶夛 満芳 045-671-3981 

※課⻑級の連絡先については、各要望ページ最下段「提案の担当」部分にも明記してあります。 
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――――――――――― 

横浜市道路局事業推進課 

〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

（市庁舎 22 階） 

℡ 045 (671) 4306 

――――――――――― 
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